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表2－25

情報センター等の状況

授業利用時間数 授業外利用時間数 年間 週当たり 常勤 非常勤

宮崎キャンパス :    　～　　:  

　情報処理演習室 60 60 8 202 3 8:30　～　20:00 120 4

　コールラボ室 30 30 8 0 997 8:30　～　20:00 250 5

都城キャンパス

　情報処理演習室 60 60 6 388 1,164 8:30　～　20:00 236 5

　コールラボ室 60 0 0 136 0 8:30　～　20:00 68 3

　CAD室 10 10 6 120 0 8:30　～　20:00 60 2

　e－ポートフォリオ室 40 40 4 60 1,000 9:00　～　19:00 230 5

①　学部、キャンパスごとに有する場合は、すべて記載すること。

④　開館時間が時期によって異なる場合には、通常の開館時間を記載し、その旨を欄外に記載する。

③　ソフトウエアの種類数については学生が利用可能な情報教育用のソフトウエアの種類の数。当該組織がライセンス購入した教育用の商用ソフトウェアに限
　　定し、OS、フリーソフト、独自に開発したソフトウエアは除くこと。

情報センター等の名称 座席数
コンピュータ

台数
ソフトウェア
の種類の数

年間総利用時間数（平成25年度）
開館時間等

開館日数
スタッフ数

該当する場合のみ記載

②　コンピュータ台数については学生が利用可能な状態にある情報教育用のコンピュータの台数について記載すること。サーバ用途のコンピュータや倉庫に保
　　管されているなどの遊休状態のものは含めない。
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表2－26
学生寮等の状況

個室 共同 常勤 非常勤

コスモス寮Ａ棟 宮崎市田吉6307-1 個室 60 60 27

コスモス寮Ｂ棟 宮崎市田吉6307-1 個室 44 44 0

①　複数棟にわたって有する場合はすべて記載すること。

スタッフ数
名称 所在地

個室・共同
の別

1棟当たりの室数
入寮

定員数
実際に入寮している

学生数
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表3－1
職員数と職員構成（専任職員・パート・派遣別、男女別、年齢別）

専任職員

パート

(ｱﾙﾊﾞｲﾄ
も含む)

派遣 合計

人数 38 1 4 43

％ 88.4 2.3 9.3 100

男
うち

管理職
女

うち
管理職

男女
専任職員

合計

管理職

 合計

専任職員合計
に対する

年齢別の割合
(％)

男 女
男女ﾊﾟｰﾄ職

員合計

ﾊﾟｰﾄ職員合計
に対する

年齢別の割合
(％)

男 女
男女派遣
職員合計

派遣職員合計
に対する

年齢別の割合
％

20歳代 2 2 4 10.5 1 1 25 5

30歳代 6 5 11 28.9 1 1 25 12

40歳代 6 1 7 1 13 2 34.2 2 2 50 15

50歳代 4 3 2 2 6 5 15.9 6

60歳代 4 2 4 2 10.5 1 1 100 5

その他

合計 22 6 16 3 38 9 100 1 1 100 4 4 100 43

定年

役職定年 課長以上

選択定年

①　役職定年及び選択定年がある場合は記載すること。

②　管理職の定義を「管理職の定義欄」に記載すること。

③　パートの欄には臨時職員等も含めて記載し、欄外にその旨を記載すること。

④　派遣には紹介予定派遣者を含めて記載すること。

⑤　附属施設の医療系の職員は、別表を作成すること。ただし、大学職員としてカウントしている場合は、含めて記載すること。

⑥　法人本部を設置している場合、法人本部の職員として発令されている者であっても大学等の業務を行っている場合は、その職員数を含めて算出し、欄外にその旨を記載すること。

歳

歳

40

専任職員 パート(ｱﾙﾊﾞｲﾄも含む) 派遣

計

６０歳 「管理職の定義欄」（記述）
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表3－2
大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況（学校教育法）

遵守状況 備考

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＊次ページあり

学生の履修及び卒業要件に関する
規定

○第87～89条(修業年限、その特例)［再掲］

○第104条(学位の授与)[再掲]

○第105条(履修証明書の交付)

41

○第108条、第122条、第132条(編入学)

大学が備えるべき教員組織、施設
設備等の人的・物的要素の最低基
準を定める規定

○第92条(学長、教授等必要な職員)［再掲］

○第114条(事務職員)

教育活動及びこれに関連する活動
の規範を定める規定

○第109条(自己点検・評価)

○第113条(教育研究活動の公表)

関連規定等 学校教育法

大学の入学資格、修業年限、組織
編成等に関する規定

○第83条(大学の目的)

○第85条(教育研究上の基本組織(学部))

○第87～89条(修業年限、その特例)

○第90条(入学資格)

○第92条(学長、教授等必要な職員)

○第93条(教授会の設置)

○第104条(学位の授与)
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表3－2
大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況（学校教育法施行規則）

遵守状況 備考

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＊次ページあり

学生の履修及び卒業要件に関する
規定

○第144条(入学、退学、転学、留学、休学、卒業の決定)

○第164条(履修証明書の交付に関する細目)

○第173条(卒業証書授与)

― ―

教育活動及びこれに関連する活動
の規範を定める規定

○第4条(学則記載事項)

○第24条(指導要録)

○第28条(備えるべき表簿)

○第163条(学年の始期、終期)

○第166条(自己点検・評価に関する細目)

○第172条の2(教育研究活動等の情報の公表)

大学の入学資格、修業年限、組織
編成等に関する規定

○第143条(教授会の権限)

○第146～149条(修業年限及びその特例に関する細目)

○第150～154条(入学資格に関する細目)

○第161条、第162条、第178条、第186条(編入学、転学等)

大学が備えるべき教員組織、施設
設備等の人的・物的要素の最低基
準を定める規定

―

関連規定等 学校教育法施行規則
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表3－2
大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況（大学設置基準）

遵守状況 備考

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

＊次ページあり

○第40条の2(二以上の校地における施設整備)

○第40の3(教育研究環境の整備)

○第41条(事務組織)

○第42条(厚生補導の組織)

○第53条(段階的整備)

○第35条(運動場)

○第36条(校舎等施設)

○第37条(校地の面積)、第37条の2(校舎の面積)

○第38条(図書等の資料及び図書館)

○第39条(附属施設)、第39条の2(薬学実務実習に必要な施設)

○第40条(機械、器具等)

大学の入学資格、修業年限、組織
編成等に関する規定

○第3～6条(教育研究上の基本組織(学部、学科、学部以外の基本組織))

○第18条(収容定員)

○第40条の4(大学等の名称)

大学が備えるべき教員組織、施設
設備等の人的・物的要素の最低基
準を定める規定

○第7条(教員組織の編成)
○第10条(授業科目の担当)

○第12～13条(専任教員)

○第13条の2～17条(学長、教授、准教授、講師、助教、助手の資格)

○第34条(校地)

関連規定等 大学設置基準
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表3－2
大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況（大学設置基準）

遵守状況 備考

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 学部学科の一部で実施

○

○

○

○

○

○

＊次ページあり

○第32条(卒業の要件)

○第27条(単位の授与)

○第42条の2(社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制)

学生の履修及び卒業要件に関する
規定

○第27条（単位の授与）[再掲]

○第27条の2(履修科目の登録の上限)

○第28条(他の大学・短大の授業科目の履修等)

○第29条(大学以外の教育施設等での学修)

○第30条(入学前の既修得単位等の認定)

○第30条の2(長期にわたる教育課程の履修)

○第31条(科目等履修生等)

関連規定等 大学設置基準

教育活動及びこれに関連する活動
の規範を定める規定

○第2条(教育研究上の目的)

○第2条の2(入学者選抜の方法)

○第19～21条(教育課程、単位の計算方法)

○第22～23条(授業期間)

○第24～25条(授業を行う学生数、授業の方法)

○第25条の2(成績評価基準等の明示等)

○第25条の3(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
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表3－2
大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況（学位規則）

遵守状況 備考

○

― ―

― ―

○

○

○

＊次ページあり

大学が備えるべき教員組織、施設
設備等の人的・物的要素の最低基
準を定める規定

―

教育活動及びこれに関連する活動
の規範を定める規定

―

学生の履修及び卒業要件に関する
規定

○第2条(学位授与の要件)[再掲]

○第10条(専攻分野の名称)

○第13条(学位規程の制定･報告)

関連規定等 学位規則

大学の入学資格、修業年限、組織
編成等に関する規定

○第2条(学位授与の要件)
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表3－2
大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況（告示）

遵守状況 備考

○

○

－

－

－

○

＊次ページあり

教育活動及びこれに関連する活動
の規範を定める規定

○高度メディア授業について定める件【大学設置基準】

○大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合について定める件
【大学設置基準】等

学生の履修及び卒業要件に関する
規定

○大学が単位を与えることのできる学修を定める件【大学設置基準】等

関連規定等 告示

大学の入学資格、修業年限、組織
編成等に関する規定

○大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
を指定する件【学校教育法施行規則】等

大学が備えるべき教員組織、施設
設備等の人的・物的要素の最低基
準を定める規定

○大学新設等の場合における教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的整備につ
いて定める件【大学設置基準】

○薬学部における実務家教員の要件等【大学設置基準】等
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表3－2
大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況（私立学校法）（私立大学の場合のみ）

遵守状況 備考

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

②　遵守の状況が「×」又は「―」の場合及び状況説明等が必要な場合は、「備考」欄にその理由等を記載すること。

①　「関連規定等」の内容を踏まえ、学校教育法をはじめ、各種法令と大学の諸規定と照合し、遵守の状況を「○」「×」で記載し、該当しない
　　場合は、「―」で記載すること。

○第41条～43条（評議員会）

○第44条（評議員の選任）

○第45条（寄附行為変更の認可等）

○第46条（評議員会に対する決算等の報告）

○第47条（財産目録等の備付け及び閲覧）

○第48条（会計年度）

関連規定等 私立学校法

学校法人の運営に関する規定等

○第35条（役員）

○第36条（理事会）

○第37条（役員の職務）

○第38条（役員の選任）

○第39条（役員の兼職禁止）

○第40条（役員の補充）

○第40条の4（利益相反行為）

69



70表3－3
教育研究活動等の情報の公表状況について

①　「公表の内容」の欄には詳細な公表内容の名称等を列記して記載すること。

②　「公表の内容」の欄に列記されている内容に対応して、「公表の方法」の欄には詳細な公表方法等を記載すること。

③　「公表の項目」の全部又は一部該当しない場合、「公表の内容」の欄及び「公表の方法」の欄に「公表なし」と記載すること。

授業料、入学料その他の大学が徴収す
る
費用に関すること

授業料、入学金その他の大学が徴収する費用
南九州大学ホームページ「情報の公表」
入試要項

大学が行う学生の修学、進路選択及び
心身の健康等に係る支援に関すること

学生の支援
就職・資格

南九州大学ホームページ「情報の公表」
大学総合案内（キャンパスガイド）

学修の成果に係る評価及び卒業又は
修了の認定に当たっての基準に関する
こと

大学履修規程
大学院履修規程
ディプロマ・ポリシー

南九州大学ホームページ「情報の公表」

校地、校舎等の施設及び設備その他の
学生の教育研究環境に関すること

キャンパスマップ
フロアマップ
環境園芸学部附属フィールドセンター

南九州大学ホームページ「情報の公表」
大学総合案内（キャンパスガイド）

入学者に関する受入方針及び入学者
の数、収容定員及び在学する学生の
数、
卒業又は修了した者の数並びに進学者
数及び就職者数その他進学及び就職等
の状況に関すること

入学に関する受入れ方針（アドミッション・ポリシー）
入学者数、収容定員、在学者数
卒業（修了）及び就職者に関する情報

南九州大学ホームページ「情報の公表」

授業科目、授業の方法及び内容並びに
年間の授業の計画に関すること

シラバス
環境園芸学科履修モデル

南九州大学ホームページ「カリキュラム」「シラバス」
「資格取得」

教育研究上の基本組織に関すること 学部・学科紹介
大学総合案内（キャンパスガイド）
南九州大学ホームページ

教員組織、教員の数並びに各教員が
有する学位及び業績に関すること

南九州大学教員組織図
各教員が有する学位及び業績

南九州大学ホームページ「情報の公表」

公表の項目 公表の内容 公表の方法

大学の教育研究上の目的に関すること
南九州大学学則
南九州大学大学院学則

南九州大学ホームページ「情報の公表」
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表3－4
財務情報の公表状況（前年度実績）

【閲覧の方法】

【その他開示方法】

学内広報誌 大学機関紙

資金 消費 貸借 資金 消費 貸借 資金 消費 貸借 資金 消費 貸借 資金 消費 貸借 資金 消費 貸借 資金 消費 貸借 資金 消費 貸借

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①　財務情報の閲覧の方法を自由筆記すること。

②　【その他の開示方法】について、あてはまる部分に○印を記載すること。

③　受審前々年度決算の資金収支計算書（資金）・消費収支計算書（消費）・貸借対照表（貸借）について、受審前年度に公表したものを

　　すべて記載すること。

閲覧の方法
(自由筆記)

財産目録・資金収支計算書・消費収支計算書・貸借対照表・事業報告書・監査報告書などの財務書類を、宮崎キャン
パスに備え付け、閲覧に供している。

自己点検・
評価報告書

財務状況に
関する報告書

学内LAN
ホームページ
（ウェブサイト

等）

その他
（一般向けの
経済紙等）

開示請求があれ
ば対応する
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表3－5
消費収支計算書関係比率（法人全体のもの）（過去5年間）

比    率 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 備 　 考
人  件  費

帰 属 収 入 

人  件  費

学生生徒等納付金

教育研究経費

帰 属 収 入

管 理 経 費

帰 属 収 入

借入金等利息

帰 属 収 入

消 費 支 出

帰 属 収 入

消 費 支 出

消 費 収 入

学生生徒等納付金

帰 属 収 入

寄  付  金

帰 属 収 入

補  助  金

帰 属 収 入

基本金組入額

帰 属 収 入

減価償却額

消 費 支 出

1 人件費比率 39.0% 67.3% 62.7% 62.9% 63.3%

2 人件費依存率 100.1% 87.6% 82.9% 78.0% 77.9%

3 教育研究経費比率 29.9% 54.3% 49.7% 50.0% 46.3%

4 管理経費比率 9.6% 11.6% 11.7% 10.6% 9.4%

5 借入金等利息比率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6 消費支出比率 77.0% 134.1% 128.1% 123.6% 119.0%

7 消費収支比率 593.7% 134.2% 128.1% 127.6% 127.8%

8 学生生徒等納付金比率 39.0% 76.9% 75.6% 80.6% 81.3%

9 寄付金比率 48.6% 0.2% 0.4% 0.5% 0.2%

10 補助金比率 8.2% 18.9% 15.8% 13.9% 11.8%

20.6%

11 基本金組入率 87.0% 0.0% 0.0% 3.1%

①　「学校法人会計基準」に基づく消費収支計算書（法人全体のもの）を用いて、表に示された算式により過去5年分の比率を記載すること。

　　なお、法人として当該大学のみを運営している場合は、消費収支計算書（法人全体のもの）のみを作表し、表3－6「消費収支計算書（大学単

　　独）」には記載しないこと。ただし、医・歯学部などで附属病院を併設している場合には、表3－6も作成すること。

6.9%

12 減価償却費比率 18.9% 23.2% 22.2% 22.6%
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表3－6
消費収支計算書関係比率（大学単独）（過去5年間）

比    率 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 備 　 考
人  件  費

帰 属 収 入 

人  件  費

学生生徒等納付金

教育研究経費

帰 属 収 入

管 理 経 費

帰 属 収 入

借入金等利息

帰 属 収 入

消 費 支 出

帰 属 収 入

消 費 支 出

消 費 収 入

学生生徒等納付金

帰 属 収 入

寄  付  金

帰 属 収 入

補  助  金

帰 属 収 入

基本金組入額

帰 属 収 入

減価償却額

消 費 支 出

②　大学単独のものを記載すること（医、歯系学部を有する大学の場合、附属病院なども除外すること）。

1 人件費比率 81.0% 71.6% 67.4% 64.3% 63.8%

2 人件費依存率 107.8% 93.4% 86.3% 78.5% 77.6%

3 教育研究経費比率 60.2% 59.3% 55.3% 52.9% 48.0%

4 管理経費比率 13.2% 12.6% 10.3% 9.1% 8.0%

5 借入金等利息比率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6 消費支出比率 154.4% 142.9% 133.0% 126.3% 119.8%

7 消費収支比率 -112.3% 143.1% 133.0% 130.7% 121.1%

8 学生生徒等納付金比率 75.1% 76.6% 78.2% 81.8% 82.3%

9 寄付金比率 0.7% 0.3% 0.4% 0.6% 0.3%

10 補助金比率 16.2% 20.3% 16.5% 12.9% 10.5%

24.3% 21.9%

11 基本金組入率 237.5% 0.2% 0.0% 3.4%

①　「学校法人会計基準」に基づく消費収支計算書（大学単独のもの）を用いて、表に示された算式により過去5年分の比率を記載すること。

1.1%

12 減価償却費比率 20.3% 24.7% 24.9%
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表3－7
貸借対照表関係比率（法人全体のもの）（過去5年間）

比    率 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 備  考
固 定 資 産
総   資   産
流 動 資 産
総  資   産

固 定 負 債

総   資   金
流 動 負 債
総   資   金
自 己 資 金
総  資  金

消 費 収 支 差 額
総  資  金
固 定 資 産
自 己 資 金
固 定 資 産

自己資金＋固定負債

流 動 資 産
流 動 負 債
総　負　債

総  資  産
総  負  債
自 己 資 金
現 金 預 金
前  受  金

退職給与引当特定預金（資産）

退職給与引当金

基  本  金
基本金要組入額

減価償却累計額（図書を除く）

減価償却資産取得価格（図書を除く）

1 固定資産構成比率 94.0% 94.9% 94.2% 93.5% 93.1%

2 流動資産構成比率 6.0% 5.1% 5.8% 6.5% 6.9%

3 固定負債構成比率 3.8% 3.9% 3.8% 3.8% 4.4%

4 流動負債構成比率 3.3% 2.8% 3.0% 3.3% 3.7%

5 自己資金構成比率 92.9% 93.2% 93.2% 92.9% 91.9%

6 消費収支差額
構成比率

-24.9% -30.4% -33.3% -38.2% -43.3%

7 固定比率 101.1% 101.8% 101.0% 100.7% 101.3%

8 固定長期適合率 97.2% 97.7% 97.1% 96.7% 96.6%

9 流動比率 183.7% 180.7% 195.2% 195.9% 188.6%

10 総負債比率 7.1% 6.8% 6.8% 7.1% 8.1%

11 負債比率 7.6% 7.2% 7.3% 7.7% 8.8%

12 前受金保有率 222.1% 252.4% 295.4% 273.8% 321.2%

13 退職給与引当
預金率

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

35.2%

0.0%

14 基本金比率 100.0% 99.9% 99.9% 100.0% 100.0%

37.9%

①  「学校法人会計基準」に基づく貸借対照表を用いて、表に示された算式により過去5年分の比率を記載すること。
②  「総資金」は負債＋基本金＋消費収支差額を、「自己資金」は基本金＋消費収支差額をさす。

15 減価償却比率 33.3% 36.4% 32.3%
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表3－8
要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの）（過去5年間）

(単位：千円)

要積立額 金融資産 要積立額 金融資産 要積立額 金融資産 要積立額 金融資産 要積立額 金融資産

501,119 0 493,324 0 455,792 0 447,202 0 505,636 0
4,047,504 0 4,441,861 0 4,675,926 0 5,114,228 0 5,513,417 0

0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145,979 145,979 145,979 145,979 145,979
0 0 0 0 0

131,078 59,031 81,521 66,451 146,399
0 0 0 0 0

513,093 628,097 686,870 731,822 709,295
836,509 735,827 694,817 693,817 693,817
279,740 9,629 14,468 16,319 80,963

4,825,680 1,629,342 5,140,195 1,373,553 5,359,218 1,396,155 5,773,860 1,441,958 6,411,431 1,584,075
13,170,120 12,550,373 12,047,511 11,671,514 11,409,933

12.4% 10.9% 11.6% 12.4% 13.9%
351.5% 430.3% 470.5% 501.3% 485.9%

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

退職給与引当金

減価償却累計額

2号基本金引当資産

3号基本金引当資産

4号基本金

借入金

未払金・割賦金

その他引当特定資産

現金預金

有価証券

未収入金

計

総資産

総資産に対する金融資産の割合

4号基本金に対する現金預金の割合

学生生徒等納付金に係わる学生数
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

南九州大学大学院 11名 11名 16名 18名 11名
南九州大学 776名 801名 870名 983名 1120名
南九州短期大学 280名 290名 275名 244名 243名

①  「学生生徒等納付金に係わる学生数」の欄には大学及び大学院のほか、同一法人内の他の学校も含めて記載すること。

合計 1067名 1102名 1161名 1245名 1374名
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